
 

予防的流動性枠（PLL） 
予防的流動性枠（PLL）は、健全な経済政策とファンダメンタルズを有して
いるものの、依然として脆弱性を抱えるために柔軟与信枠（FCL）を利用で
きない加盟国の流動性ニーズに応えるようにできています。 

 

目的 
健全な政策を実施しているが、依然として脆弱性を抱える諸
国の実際または潜在的な国際収支上のニーズに応えるため、
金融支援を提供します。 

 

 

適格性 

健全なファンダメンタルズと制度的な政策枠組み  

強力な政策を実施してきた持続的な実績と、このような政策
を将来も維持する継続的なコミットメント 

直近の 4条協議で政策についての評価が全体的にポジティブ
だったことに加え、大きく 5つの分野に分類される以下の基
準を使用して各国の適格性を評価します。 

対外ポジションと市場アクセス： 

• サステナブルな対外ポジション 
• 資本勘定のポジションで民間フローが支配的 
• 有利な条件で、国際資本市場に対して安定した独立的

なアクセスを有してきた実績 
• 取極が予防的なベースで要請された場合は、IMF支援

を正当化する潜在的な国際収支圧力があったとして
も、外貨準備ポジションに比較的余裕があること 

財政政策：持続可能な公的債務のポジションなどの、健全な
財政 
 
金融政策：健全な金融および為替政策枠組みの下で、低く安

 

 

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/20/40/Flexible-Credit-Line
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-Surveillance#:%7E:text=Country%2Dlevel%20oversight%20or%20bilateral,reforms%20to%20address%20those%20risks.#:%7E:text=Country%2Dlevel%20oversight%20or%20bilateral,reforms%20to%20address%20those%20risks.##############
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金融部門の健全性と監督： 

• 金融システムが健全で、同システムの安定性を脅かす
ような支払い能力上の問題がないこと 

• 効果的な金融部門の監督 

データ適切性：データの完全性と透明性 

適格性は、上記 5つの適格性分野のうち、3つの分野におけ
る強いパフォーマンスに基づいて判断されます。ある分野で
非常に不審な場合は、その加盟国が PLLの適格性を満たさな
いことを示唆します。 

また、承認時に次のいずれかの状況を経験している国は適格
性を満たしません。 

• 国際資本市場に継続的にアクセスできない 
• 大きなマクロ経済政策または構造政策の大きな調整が

必要（そのような調整が承認前に確実に開始された場
合は除く） 

• 公的債務ポジションが中期的に高い確率で持続可能で
ない 

• 広範な銀行破綻 
 

  

コンディショ

ナリティ 

事前のコンディショナリティは適格基準として規定されてい
ます。1年から 2年の PLL取極に対する事後的コンディショ
ナリティには、明示的目標、標準的な継続的パフォーマンス
基準、必要な場合は、その他のパフォーマンス基準および事
前の行動や構造的ベンチマークなどが含まれます。6か月の
PLL取極に対する事後的コンディショナリティには、標準的
な継続的パフォーマンス基準や、必要な場合は事前措置があ
ります 詳細はコンディシ ナリティをご覧ください    

審査手順 6か月取極に対する審査はありません。   

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/21/28/IMF-Conditionality
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/21/28/IMF-Conditionality
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/21/28/IMF-Conditionality
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1年から 2年の取極に対しては、IMF理事会による 6か月ご
との審査があります。その国が取極時に、確かな国際収支上
のニーズがある場合は、審査と時期を合わせ、半年に一回、
段階的に融資を提供します。 

 

  

条件 

期間 6か月もしくは 1～2年。 

返済期間 3年 3か月～5年 

 
金利 

融資金利は以下によって構成されていま
す。 

• 市場で決定される特別引出権
（SDR）の金利（下限は 5ベーシ
スポイント）とマージン（現在は
100ベーシスポイント）、これら
を合わせて基本金利といいます。 

• 上乗せ金利。これは融資残高の金
額と融資期間に基づいて計算しま
す。各国のクォータの 187.5%を超
える融資残高については、200
ベーシスポイントの上乗せ金利を
適用します。融資残高が 3年後も
クォータの 187.5％を超えている場
合は、この上乗せ金利は 300ベー
シスポイントに上昇します。上乗
せ金利の目的は、多額の IMF資金
を長期間利用することを抑制する
ためです  

 
融資資金には、各 12か月間の期首に、その期間中に引き出
し可能な金額に対して課せられるコミットメント手数料が適
用されます（コミットメント額に対し、クォータの 115％未
満については 15ベーシスポイント、クォータの 115％超

https://www.imf.org/en/About/executive-board/eds-voting-power
https://www.imf.org/ja/About/Factsheets/IMF-Lending
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2023/special-drawing-rights-sdr
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2023/special-drawing-rights-sdr
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/IMF-Quotas
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/IMF-Quotas
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575％未満の部分に対しては 30ベーシスポイント、クォー
タの 575％超の部分に対しては 60ベーシスポイント）。手
数料は、当該期間中に引き出しが行われた場合、日割りで返
金されます。融資を全額引き出した場合、手数料は全額返金
されますが、引き出しがなかった場合、手数料は返金されま
せん  

引き出し額に対して、50ベーシスポイントのサービス費が
かかります。 

利用枠 

6か月の PLLの取極は、各国クォータの
150％（予定されている PLL買い戻しを
差し引いたもの）を上限とします。地域
的または世界的な緊張の高まりなどの外
因性ショックの影響により、その国に実
際または潜在的な、より大きな短期的な
国際収支上のニーズが生じた場合、取極
ごとの上限はクォータの 300％に引き上
げられる可能性があり、これは 6か月取

 

 

1年から 2年の PLL 取極については、年間融資利用限度が
クォータの 300％（予定されている PLL 買い戻しを差し引
いたもの）、取極全体では合計でクォータの 600％という上
限が設定されています。利用枠の継続は、IMF理事会による
6か月ごとの関連レビューの完了を条件とします。 

すべての PLL取極の下での利用枠は、取極の期間にかかわ
らず、累積利用限度額として、予定されている PLL買い戻
しを差し引いたうえで、クォータの 600％を超えないものと
します。また、PLL取極には、一般資金勘定（GRA）の下で
のすべての資金調達に適用される年間および累積利用限度額
が適用されるため、例外的アクセス方針の対象となります
（予定されている買い戻しを除いたうえで GRAの通常利

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/IMF-Quotas#:%7E:text=What%20are%20IMF%20quotas%3F,the%20IMF's%20unit%20of%20account.
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/IMF-Quotas
https://www.imf.org/en/About/executive-board/eds-voting-power
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用限度額である年間 145%および累積 435%、または GRA利
用限度額の一時的な引上げにより、2024年 3月まで年間
200%および累積 600%のいずれかを超える資金調達の場合に
例外的措置が発動）。 
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